
 

１．件名：柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉の特定重大事故等対処施設に

係る新規制基準適合性審査に関する資料の受取 

 

２．日時：令和４年６月２８日(火)  １５時３０分頃 

 

３．場所：原子力規制庁内会議室 

 

４．対応者 

  原子力規制庁 担当者２名 

  東京電力ホールディングス株式会社 担当者 

 

５．要旨 

（１）東京電力ホールディングス株式会社から、平成２６年１２月１５日に申

請のあった柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉の設置変更許可申請

（特定重大事故等対処施設）に係るまとめ資料一式（令和４年６月17日

提出）のうち、基準地震動に係る資料について再提出があった。 

（２）原子力規制庁は、提出された資料の内容を確認するとともに、必要に応

じて、記載内容に関する事実確認を行うためにヒアリングを行う。 

 

６．提出資料 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 特定重大事故等対処施設に用

いる基準地震動について 

 

※ 提出資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条に定める 

不開示情報を含むため、平成２７年１月１４日原子力規制委員会「特定重 

大事故等対処施設に関する審査の取扱いについて」を踏まえ、非公開とし 

ます。 


